
別紙１

（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

　　　・公益事業に実施していないため作成していない。

（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

　　　・収益事業を実施していないため作成していない。

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

      ・はーとふるビレッジ拠点区分

        「施設入所」　「短期入所」　「生活介護」　「就労継続支援B型」　「就労移行支援」

　　　　「日中一時支援」　「グループホーム」　「相談支援」　「就労定着支援」

　　　・大雅荘拠点区分

　　　　「法人本部」「施設入所支援」「短期入所」「生活介護」「日中一時支援」「相談支援」

６．基本財産の増減の内容及び金額

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

　独立行政福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入している。

・民間退職共済制度

　茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

　　　・社会福祉事業のみのため作成していない。

３．重要な会計方針の変更

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

　　・建物並び器具及び備品－定額法

（２）引当金の計上基準

　　・退職給付引当金－茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度のかけ金額を退職給付資産としてこれと

　　　同額の退職給付引当金を計上した。

　　・賞与引当金　　－賞与引当金は給与規定に基づき支給対象月基準により計上した。



前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

7,668,500 0 0 7,668,500

573,216,394 0 48,746,415 524,469,979

1,000,000 0 0 1,000,000

581,884,894 0 48,746,415 533,138,479

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

1,394,581,719 870,111,740 524,469,979

1,394,581,719 870,111,740 524,469,979

16,497,996 11,901,753 4,596,243

95,490,904 70,885,864 24,605,040

49,376,496 43,642,368 5,734,128

91,064,122 83,053,682 8,010,440

7,284,240 0 7,284,240

259,713,758 209,483,667 50,230,091

1,654,295,477 1,079,595,407 574,700,070

債権額
徴収不能引当金の当期

末残高
債権の当期末残高

119,371,495 0 119,371,495

416,891 0 416,891

119,788,386 0 119,788,386

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

小　　計

合　　計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

事業未収金

未収金

合　　計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

その他の固定資産

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産

建物

小　　計

その他の固定資産

建物

構築物

車輌運搬具

器具及び備品

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

基本財産の種類

土地

建物

定期預金

合　　計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

はーとふるビレッジ拠点における冷蔵庫等の廃棄に伴う取崩　3円

８．担保に供している資産

該当なし

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。



１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし



別紙２

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

349,558,285 0 26,117,904 323,440,381

349,558,285 0 26,117,904 323,440,381

建物

合　　計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

冷蔵庫等の廃棄に伴う取崩　3円

７．担保に供している資産

該当なし

　　　　「日中一時支援」　「グループホーム」　「相談支援」　「就労定着支援」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類

（１）はーとふるビレッジ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

・はーとふるビレッジ拠点区分

        「施設入所」　「短期入所」　「生活介護」　「就労継続支援B型」　「就労移行支援」

　当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

　　・退職給付引当金－茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度のかけ金額を退職給付資産としてこれと

　　　同額の退職給付引当金を計上した。

　　・賞与引当金　　－賞与引当金は給与規定に基づき支給対象月基準により計上した。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

　独立行政福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入している。

・民間退職共済制度

　茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

（２）引当金の計上基準

計算書類に対する注記（はーとふる・ビレッジ拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

　　・建物並び器具及び備品－定額法



取得価額 減価償却累計額 当期末残高

705,056,051 381,615,670 323,440,381

705,056,051 381,615,670 323,440,381

5,686,096 3,801,697 1,884,399

42,528,300 28,455,543 14,072,757

28,755,676 24,644,792 4,110,884

25,929,990 21,403,778 4,526,212

3,519,200 0 3,519,200

106,419,262 78,305,810 28,113,452

811,475,313 459,921,480 351,553,833

債権額
徴収不能引当金の当期

末残高
債権の当期末残高

49,986,129 0 49,986,129

190,790 0 190,790

50,176,919 0 50,176,919

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

事業未収金

未収金

合　　計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

その他の固定資産

建物

構築物

車輌運搬具

器具及び備品

その他の固定資産

小　　計

合　　計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

小　　計

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産

建物



別紙２

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

7,668,500 0 0 7,668,500

223,658,109 0 22,628,511 201,029,598

1,000,000 0 0 1,000,000

232,326,609 0 22,628,511 209,698,098合　　計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

定期預金

（１）大雅荘拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

　　・大雅荘拠点区分

　　　「法人本部」「施設入所支援」「短期入所」「生活介護」「日中一時支援」「相談支援」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類

土地

建物

　当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

　　・退職給付引当金－茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度のかけ金額を退職給付資産としてこれと

　　　同額の退職給付引当金を計上した。

　　・賞与引当金　　－賞与引当金は給与規定に基づき支給対象月基準により計上した。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

　独立行政福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入している。

・民間退職共済制度

　茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

（２）引当金の計上基準

計算書類に対する注記（大雅荘拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

　　・建物並び器具及び備品－定額法



取得価額 減価償却累計額 当期末残高

689,525,668 488,496,070 201,029,598

689,525,668 488,496,070 201,029,598

10,811,900 8,100,056 2,711,844

52,962,604 42,430,321 10,532,283

20,620,820 18,997,576 1,623,244

65,134,132 61,649,904 3,484,228

3,765,040 0 3,765,040

153,294,496 131,177,857 22,116,639

842,820,164 619,673,927 223,146,237

債権額
徴収不能引当金の当期

末残高
債権の当期末残高

69,385,366 0 69,385,366

226,101 0 226,101

69,611,467 0 69,611,467

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

事業未収金

未収金

合　　計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

その他の固定資産

建物

構築物

車輌運搬具

器具及び備品

その他の固定資産

小　　計

合　　計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

小　　計

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産

建物


